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ゴ每民の日記より見たろ ク農業の変遷

は24日に増加し, 1850年には再び21日に戾る。ところが1855年に入ると，プランシスの日記は8 月 

の内に13日しか農作業にふれず，1860年にはその数は2 日となってしまう。かかる数字は,フラン 

シスの生活の変貌を何よりも明らかに物語っていも。1841年と1845̂ {̂̂には，彼はマーティンズバ~ 

グの父親の大きな酪農農場で働いていた。1850年，彼はやはりュュ 一*ヘイグンの父親の農場にい 

たが,農業以外の仕事もするようになった。1855年と1860年，フランシスは自分の農場を所有するに 

至ったが，.披ま身はV、わぱパート•タイムの農民にすぎなくなってしまってV、た。ォスウィゴやフ 

ルトンが存在したため，農業以外から所得を得る道が開かれていたこと力;，彼の生活様式に大きな 

影響を与えたといえよう。かかる影響を受けたのが，フランシスぱかりであったとは考えられない。 

先にも引用したが, 1 860年代, ‘ ォスウィゴ郡の若者の間では，農業を好まぬ傾向があったといわれ 

ている。

辱.转:に，1860年以降のフランシスの生活について恼単に記しておく。郵使事務，治安判まの仕事 

にだずさわっていた彼は，1864年8月から1.S65年6 月まで兵役についた。除隊後, 1866年にヴ才ル 

ニーで食料品店を開き，開店後1 力月もすると1 曰に15ドル力、ら30ドルの売上げがあった◊ また， 

1868年には抵当金融にも手を出している。フランシスは相変らず農場を所有していたが，（但し古 

い農場はI865年に1,000ドルで売却し同じヴォルニーに新しい農場を買った）農作業は他人にまかせ，た 

まに手伝う程-度でった。最初の妻が1860年に死亡した後, 彼はずっとやもめ寡しを続けたが, 1875 

年にな.って，身の回りの世話をしてくれていたマリ'ア • コー (Maria Coe)と再婚した。.同年 > ォス 

ウィゴ郡のオールド♦セトラーズ •.アソシェイシ ヨ ン （Old Settlers* Association) なるものが組織さ 

れ，フラ.ンシスは，会の称事におさまった。かくして鄉士史に興味を持った彼は,いわば研究成果 

,をォス ウィゴやフルトンの新聞に発表しその切り抜きを日記帳にはりつけておいた。1880年8 月 

18日には「1 日中，センサス. プックを調べた」とある。晩年の彼の生活は，このように静;なも 

のであったが，1895年9 月18日には, 出来上ったぱかりのォスウィゴ都の郷土史が届けらわ! I 彼 

はその中におさめられた，フラシシス.ス ク ワ イ ア 一 ズの伝記に満 ; したに違いない。.

. フランシスの生涯と，彼の父親の一生とを比較してみると，そこには世代間の，農業に対する熊 

度の相違といったものが，明らかに読みとれるであろう。彼の父親の一生が，ニュー•ヨーク農業 

の黄金時代を象徴するも© であったとすれば，フランシスの生涯は，下り坂の時代をあらわすもの 

でぁった。 （経済学部助教授）

注(26) Churchill, Landmarks,
168(652)

ユ リ ザ ベ ス 朝 に お け る ピ ュ ー リ タ ン 運 動

今 関 恒 夫

は じ め に

従来イギリス 

の変形としてピ

ピューリタニズムの研究には3つの方向がちった。第 1 に宗教改革思想のひとつ

一リタニズムを把握する方向である。第2 に市民本命ニピューリタン革命の思想

的推進力としてピューリタニズムを把撞する方向である，これには近代民主主義思想の起源をそこ

に見ようとする立場とやがて社会主義思想に連なっていく革命思想の始源をそこに迪ろうとする立 
《5)
場とがある。第3 にマックス• ヴ0：—バに導かれながら，「資本主義の精神J の形成にはからず 

も参与することになったエートスとして，ピューリタニズムを把握する方向である。その中で，筆 

者は第3 の方向において，すなわち，近代市民社会を形成し構成する主体が「伝統主義」の繁囲気 

を抜け出し，「プロチスタンチイズムの偷理J , さらにその世俗化された般態としての「資本主義の 

精神J をわがものとしていく歴史的経過の中でピュ一リタニズムの担った思想史的意味を問題にし 

たい。 ，

これをやや違った角度からいうならば，近代的人間の形成にゼューリタニズムがどのような役割 

を果したのかという問題である。ここでいう近代的人間とは, . 「共同体J と融合しそこに埋没してい

注（1) 古典的なピューリタ 二-ズムの研究書としては.W . Haller, The Rise of Puritanism, 1938; Do, Liberty and jReform- 

atkm in the Puritan Revolution, 1955 力;举げられよう。最近のものとしては，A.G. Dickens, The English Reform

ation, 1967を举げておく。エリザベス朝のピューリタニズムに関しては，M. M> Knappen. Tudor Puritanism. 1939, 

.P. Collinson, The Elizabethan Puritan Movement, .196?.がある。 ピューリタ.とズムの研究史曲しては，やや古い 

力'、Knappen, op. cit., appendix III を参照。.

(2) A. D. Lindsay, The Essentials of Democracy, 1929 (邦訳, ネ闕蒸訳「民主主義の本質j) Do. The Modern Dem

ocratic State, 1943 (邦訳，紀藤信義訳「現代民: 主義国家」）参照。 ‘

( 3 ) マルクス主義の立場からのff究にはこうした傾向力t強い。

( 4 ) 古;{!赠Jなものとしては，M. Weber, Die Proteatantische Ethik und der Geist des Kapitalismua. 1904-5, 1920 

(Gesammelte Aufsatze zur Religionssoziologie I. SS.17-206 以下，RS と略記）E, Troeltsch, Die Soziallehren der 

christliehen Kirchen und Gruppeh,,1919 (Gesammelte Schriftori I), R. H. Tawney, Religion and the Rise of 

Capitalism, 1926が举げられよう。なおWebor thesisをめぐる問題に関しては, R. W, Green (ed.), Protestantism 

and Capitalism. 1959,大稼久雄「々 ックス, ヴa；—バ お け る 資 本 主 義 の 塚 久 雄 著 作 集 填 8卷所収） 

を参照，
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ユリザベス朝におけるピューリクン運励

る状態から抜け出し，資任主体= 個として自立した人間を意味する。これをr個人主i| ) j的人間と 

表現することもできるが，その場合この「個A 主韓」は rちりのま、の素朴な人生の喜びを味わぉ 

うとする性格J を解放するような個人主義ではなく , 「厳密な鼓律と自制によって自己を支配し， 

形式的な倫理的規制に身を委ねようとする^ 搭J ぶ生み出し，組織の形成を，さらにはネイション 

の形成を強力に插進していくような「個人主義J を指しているのである。さらに責任主体という侧 

面を厳調するならば次のように表現することができよう。白然的自我を克服したととろに生れてく 

る，r認識の木の実を食った一文化期め宿命J を背負っていくことのできる，r意識的に世界に対し 

て態度をとり，かつこれに意味を与える能力を具えたJ 醒めた人間，つまりヴ一パーの<-文化)^1 

(Kulturmensch)の出現であると。

本稿は，こうした大問題の一側面に，擎者なりの方向づけを与えるための試論に過ぎないが，そ 

の対象として，ユリザベス朝のピューリタン運動を取上げ，アングリカンと比較しながら検討して 

みたい♦

「首货令.i (The Act of Supremacy. 1559. I Elizabeth I c . 1 ) と 「統一令j (The Act of Uniformity,, 

1559. I Elizabeth I c. 2 ) とによって，いわゆるエリザベス宗教政策(The Elizabetham Religious Settle- 

nient)が方向づけられたことは周知のま実であr首長令』は 国 王 が ▲ の首長（supreme* 

governor)であることを諷い，「統一令j  .はその宗教的側面を強化するために，礼拝•祈禱方式の統 

一を強要しようとするものでちった。それは世俗的君主が璧界の最高権威であることを担否する勢 

力—_一方 で 力トリック，他方でピューリタン一一の存在を予想させると同時に, . その勢力を抑压: 

することが世俗権力の安定を図るためには不可欠の条件であったことを暗示している。一方は教皇 

を中心とする中世的なCorpus Christianumの維持温存を意図し他方は世俗的な権力がそめまま 

教会の権威者となることを拒否すると同時に，それを強化するために現われてきた「統r一令J の想. 

定にみられる「教皇派的J な耍素に反撥していた。このようにして, 一方の極にカトリシズムが， 

他方の極にピュ'■リタズムが置かれ,その中間にユリザぺス宗教政策を支えるアングリ力ニズム 

が位置するという構成が見えてくる。

注（5) Weber, RSほ 97, n. 2. 98-99 (邦訳，扼山力，大廣久雄訳（■プロチスタンティズムの倫现と資オセ義の精神」 r  

34〜5 頁）

(6) Weber, RS S..194 (邦訳下, ’226 寅〉

(7〉，M. Weber. Die *'Objcktivitat" eozialwissenschaftlicher und sOzialpolitischer Erk^nntnis, 1904 (Gosammelto 

AuMtか zur Wissenschaftlehre. 3 Auflage, 19^) SS.154,180 (邦訳，恒藤恭，赏永祐沿, 立野保卿！「社会科学 

方法論」22-3 M, 59實)，安藤英洽rプタクス•ヴユ一パ"研究J 1965,ことに策1. ポ2論文参照，

'(8) C. Cross (ed.), Tho Royal Supremacy in the Blixabethan Church, 1969, pp. 126-135,

■—— m (6S4)~ ~

ェリザぺス朝におけるピューリタシ運動 

この大雑把にみた宗教構成にもうすとし立ち入って考察を加えておこ《9う)。まずアングリカンはV
I

現状維持を望む保守派であって，宗教改革:の神学(sola Ode) とイギリスの伝統的教会制度を結合す

ることによって国民的教会（National Church)を形成し，主教制（episcopacy)と 「一般祈書 j (The

Book of Common Prayer)とわ採用,、つま'りは'' 統一*合j‘ の強要をその政策上の骨子とするゴ•リザべ

ス宗教政策の担い手でもる。こうした強制を可能にする理論的根拠は，信仰をそれ以外の諸領域と

区別し, 信抑の領缚の権威は聖書にちる力S 他の諸領域のik威は伝統と理性にあるとするフジ力一

(R. Hooker)に代表される思想であ令。伝統や理性は法の中に具現されるものであるから，事実‘上，

「統一令J 參のH 会制定法(statutes)やそれを補助する国王や高位聖職者の命令(injunction) が聖書

と並んだ権威をもつことになる。その焦点に国主が存在することは自明であっす，かれらの立場は

「首長令J と艇触しないのでもる。

アングリカンは高位の璧職に就くと，カルヴィ么ズムを放棄して，アルミニアニズムへ移ってい

く。かれらは預定説を放棄し，"Godly Prince"なる中世的教義の再版であるr王権神授J ("Divin®

Right of Kings")説によって，璧書と並んだもうひとつの権威を主張し，そこから使徒からの霊的な

伝承によって主教(episcopate)に伝えられた神の権威という考え方を導き出してくるのであ'る。こ

れはアングリ力ねズムのもつ権力との癒着によって促された方向づけとみることが可能であろう。 
(10)

他方, ピュ一リタンは宗教改革をその論理的帰結の究極にまで推し進めよ,うとして，「徹底的宗 

教改草J (further reformation)を主張していた。かれらは力トリ'ックの臭いのする主教制」や「一 

般祈禱書」を拒否し，選挙による長老制的な政治形態とカルヴィュズムの礼拝式文を要求していた。 

これはもちろん，いかなる領域においても聖書以外の権威を讓認しない聖書主義（sola scriptum) に 

出たも<pであるが，さらに深奥を視いてみれば，アングリカンが現世のレベルにおいては，人間に

注（9 ) 以下の叙述fcついては，前掲のHaller, Knappen, Dickens, Collinsonの著作のほかに，ことに J. F, H. New, 

Anglican and Puritan, The Basis of Thoir Opposition, 1558-1640, 1964 ^ 参照。

(1 0 )ピューリタンあるいはピューリタニズムの定義に開しては，Troeltsch, a.a.'O., SS. 773—780に包括的な叙述がみら 

れる。そこではピュリタニズムの指まとして，（l)prophesyings (後述)，（2)家庭礼梓，ひ}祈德書によ'らない自め祈德，

(4)厳格な自己親徒，（5肌-俗的な享楽の忌避, （6)ピューリタンと回心していないrこの世の子らJ つまりr自然の境位J 

(status naturae)にある老との厳格な区別，（?)i^欲的実践の要求, (S){本系的な解疑論および自己審ま，，(9)初等教育を 

I!i祝し,社会生活の道徳的レペルを向上させようとする努力，{め)質素な, しかし威厳のある生活,.(II)実際的能力,他者から 

の信頼,正直の要求，{12》世俗の中にある皇者としての同胞意識から虫じてくる一政の精神を举げ,.ピューリタュズムの母 

胎としての,正統的カル'グイニズムと区別される点として，（り極婦な個人主義，《2ゆき業が選びのrfi慎証Jだとする教説, 

そこから出てくる(3脚独な禁欲的自己极律の精神を指摘して、る。ヴi  " バーもトレルチと同様の定義をして、るが， 

なかでも禁欲的値向とそとから出てくる» 的方法によって合理化された偷现的纽:.活態度を泣担しその神学ゆ背と 
してr預52,説J を置くろしかしrin定説J 力’、カル'グイニズムあるいt'iピューリタニズムめr本货的」数!̂でもったかど 

うかということをヴエーバーは問題にして、るのではなく, r麼史的な因果帰属の料断J が間觸とされてV、ること，ゥ 
まりr文化史的な影響という点で選びの教説のもつui要性如何」が問題にされていることに注目しておかなけれぱならな 

.い。M. Weber, RS. I. S. 89 (邦訳，13-14 頁）トー.ューの摘?については Tawney, op. cit., pp. 199—201(邦訳， 

W p巧蔵，越智武臣訳「宗教と資本主義の與篮'J V, 95-99貝〉参照，さらに一般的には， a  Hill, Society and 

Puritanism in Pre-Revolutionary England,196も CJh.1；M.M. Knappen, op.' cit., appendix II 參照。.たし力、に復 

雑-な生の史実は，とや時代におけるアングリカンとピュージタンの区別を暖味なものにしてしまう。A.G. Dickons, op. 

cit,, pp. 425-437しかし，両者を力チゴリカルに区別しておく必要が，灌老の目的からはどうしてもあるのである。
• $
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善を選択する能力を認あ，理性は信仰のよき補助者だとするのに対して，ピューリタンが理性をま 

ゥたく神に敵対すべく盃められた信頼のおけない混乱したim錢ゆdeiだとする確信を抱いていたこ 

とによるのでもるb

しかし，アングリカンとピューリタンとの表面現われた対立は教现に関するものというよりん

礼揮形式や教会政治に関する，むしろ外面的な対立であったようにも思われる。ここでら，有名な 
(11) , '

「法衣論争J は

(Matthew Parker)がエリザベスの旨を体して起草した「通 (1566. 3. 28 )の

r法衣論争丄（The Vestiarian Controversy)を例にと.って，.その点を考察.してみょう

大主教バ一力

前後にアングリカンとピューリクンの間に交わされた諭争であるレこれは「メアリーの亡命者達, 

(Marian exiles)の亡命地のひとつフランクフルトにおける内部対立（'troubles of Fraiikfort(,i)2)以来の 

前史があるが，ここでは代表的な遗り取りについてみるにとどめるレ

まず，1564年にオックスフォード大学において法衣め着用を強要すぺしとのょリザベスの要請に 

よって，パーカーが2 人のピューリタン的倾向をもつオックスプォ一ド大学の当局者（Thomね 

Sampson, Dean of Christ Church &. Laurence Humphrey, President of Magdalen College)に出した命令に 

対する雨者の回答をみると, 聖餐の際に白法衣'(surplice)を着用するかどうかは，それま体は，無 

規定のどうでもょい事柄（‘things indifferent,)でることを承認する。しかし，かれらにとっては， 

たきえ原理的に‘things indifferent*だとしても'*歴 史 的 に ふ あ る い は ん indifferentな 

ぞと，とてもいえないことであった。法衣は長い間教皇派の徵であったのであり，偶像礼拝に捧げ 

られてきたものでもゥたのでちる。「すべてのことは許されている（lawful)。しかし,すべてのこ 

とが益になる’（expedient)わけではない。j (I Cor. x. 27)

これに対するバー力一の応答はこうであった。法衣は行政長官（magistrate) の責任において維持 

しなければならない教会の狹序を確保する手段とじて親定されたもので，そもそも礼拝の本質的要 

素ではない。つまり，まさに‘things indifferent,な事柄なのである。そ 上 ，法衣は力トリック教 

会か成立する以前からのものである。たとえカトリック的なものであったとしても，さらには異教 

.的なものでさ克もったとしても，かのギデオ.ンがバールの柱を倒して神への捧げ物としたょ.れに 

法衣が真の礼挥を妨げはしないのである。

かくして，「通 告 J を公布する2 日前に大主教はランぺス（Lambeth)にロンドンめ牧飾110 

名を召集し, 服従を要求した。ラ〔のぅち3 7人が服従を拒杏し，停職，禄剝奪の勉ん、を受け，3月 

以内追放の強迫を受けた。

このような状況の中で，ロバート*クロウリ 

る。 ‘

(Robert Crowley)は次のよ'うに決意をま明してい

注 (1 1 )以T の叔述の材につい-Cは 'Knappen, op. cit‘，pp. 187—216； Collinson, op, cit,, pp. 71—83 参照

(!2) Krmppen, op. cれ‘，卯. 118—133, Marian exileaについては，力、れらに対し敵対的な妬向がみられるが，C.H. Garr-

ette,Ihe Marian exiles iri the light of new documents, 1938 の Introduction を參照。 
t
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*■もし国王が神の命令し給わないことはどのような事柄でも，われらにこれをなせと命ずる権限 

をもち，それを行わなければ，必然的に法め処罰を受けることになるのだとすれぱ（しかも.それを 

なすことによって教イヒどころか減しかもたらさないことが明らかな場合には)，われらは国王によって命 

ぜられたことの卖行を招否しなければならないし，どのような処罰をも.甘受するのであって，い力、 

なる場合にも無規定の事柄(things indifferent)を破減のためではなく，教化のために利用するキリ 

スト者の自由に違反することには同意しないのでもる......。

そしてこれは（先に異議をとなえたように）不服従の実例とされるべきではなく，むしろ神とそし 

て人間とへの真実の服従を教える卖例とさるべきなのである。まずわれらは神に服従する。そこで 

は，あることをするあるいは'しないことによって，神の教会の教化を求めるのである。次にわれら 

は人間に服従する。そこでは人間の命令に従うことあるいは従わないことについて，人間の法の定 

める，人間の手によさ，いかなる夕A罰をも甘受するのである……。

われらの財産も，身体も，生活もすぺて地上における神の役人の手に委ねつくす，しかし,われ 

らの曳心は：あらゆる人問を裁き給う主の御前に汚れないものとして，これを保つのやある;

これに対してパー力' " はコモンセンス（伝統と理性）と聖書と教会铁序の必要から法衣の必;要を説 

くとともに，次のような譲論を添える。「はっきり教イ匕的とはいえない秩序は承認しないJ 絶対的 

権威を個々の牧師に与えるということは,国王の至上権を認める聖書にもとづく教義を否定するこ 

とである。臣民は国王や枢密院と同程度に知識をもつことはできないのであるから，ある秩序が明 

瞭に# 法に違反していないかぎり，その理由を問うことなく服従しなければならないのであると。’

このように，アングリカンは基本的には聖書主義の立場をとりながらも，聖書に根拠を見Wすこ 

とのできない無規定な事柄に関しては, その自由を許すのではなく，理性の名において国民的伝統 

を強要しようとするのである。そのもとには，先に述べた神学的な理由があるのである力'それ以 

上にアングリカンにこうした立場をとらせた力は絶対王政のぼ力であったことは明らかである。

一方，ピューリタンには，アングリカンの説く一見してもっともな信仰的原理という裝襄の下に 

ちらつく錯がみえていた。そこで，ピューリタンは，法衣が原理上許さムるものであるかどうかと 

いうことよりも，それが具体的な状況の下でもつ雁史的実践的意味を間題にする。その場合判断の 

基準は神への服従に，具体的には教会の教化に益するかどうかとい.う点5?̂あった。しかも，その判 

断は個人に任されるのである。こうした観点からすれぱ，「単純な人々J を力トリックに導く可能 

性がある法衣の着用は，たとだ国法に背こうとも拒絶すべき事柄であった。

こうした対立がエリ,ザベス朝の宗教史を，そして経済史，社会史，政治史を彩ることになるので 

あるが，以上の譲論を踏えた上せ，エリザベス朝におけるアングリカンとピューリタンの思想的対 

立の基盤にあった社会的对立の実際を，ヨークシャについて考察してみよう。

173 (做 〉.
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リザベス朝 , ィンクフント北部を特徴づけていたウは,..無知な住民の中世的観念への，したが 

▲般的貧困とであったとマーチャント(R.ん Marchant)はってまた力トリックへの強力な結合と，
(13)

述べている。 156 9 年に至ってもなお， 力トリックによる北部の叛乱 （Northern Rebellion) が惹起さ 

れていることをもろてしても， これは明らかであろう。た と え ぱ 1570年におけるヨークシサ . ジ 

エントリ 一 567家族のうち，少 く と も 368ま族が力トリックでをつた55 ?,これは単にジエントリ ^  

に 'ウいてのみいいえることではないセあもう。 •

しかし，も. うひとつの'面を見ておかなければならない。つまり，1536年から3ア年r かけず修 

道院解放をきっかけに，リンカンシャ，ヨークシャを襲ったいわゆる「思寵の巡礼J の性格につい 

て.，© 岡次郎氏か，しれを力トリックの武装蜂起であることを認めつつも，「地主的土地所有の確 

立，絶対王政官僚への上昇転化を望んでいたJ ジュントリーが「自由.平等を要求し小メルジ 

ア民主主義を志向J する一般農民• 小市民のつきあげによって惹き起したr豊民ー棱J であったと 

指している点である。これは1 6世紀初頭を境にして小農エンクロウジァが進'展すると同時に 

農村毛織物工業がクエスト• ライディング（West： Riding)を中心に成長し，「16.世紀には特権都市 

(corporate town)の繁栄は御落しは‘じめ，その地位は新興の競争者によって奪わ^ という®態 

の出現を反映するものであった。農村工業の発展によるヨーク（York)やビヴァリイ(Beverley) め 

衰退と「新興の競争者丄クエイクフイ ールド(Wakefield) , リーズ（Leeds) , ハリファックス（Halifax) 
なとのギルド特権をもたない「農村都市J (country town)の抬頭は，ピ ュ リ タ ニズムの担い手の 

問題を考察する場合にも，まず注目しておかなけれぱならない事実である。

かくして，エ リザベス朝以後のヨークシャにおける宗教問題は，一方で力トリックを根絶するこ 

と，他方で急速に発展してくる.階層の中にアングリ力シを浪づかせることの::!面をもつこにかる 

以下において第2 の侧而について考察を加える。

さ" クシャにおいて実質的なアングリカンによる改ホは，ヨーク大主教にグリシダル（E. Grinckl 
位 I569-76うが就任しときに始まる。グリンダルは単に形式的な服従ではなく， 使#を 

まめたが，それを実現するために必度な手段は権力ではなく実質的な権威でなければならなかった。 

そのために，强力な指導性と高い学殖を備えた牧師が耍講され，教区牧師に再教育をはどこし，大

mm

注(13〉‘' .R.ん Marchant, The Puritans and the Church Courts in the Diocese of York, 1660—1642, I960, p .15.

(W) J.T. Cliffe, The Yorkshire Gentry from the Reformation to the Civil War, 1969, p ,169.

(1 5 )赏岡次郎•■ィギリス邀民~*挟の研^̂ |1]第S章参照。

(16〉 E. Lipson, The Economic History of England, I. 12th, ed„ pp. 504ff.； H. Heaton. The Yorkshire Woollen and 

Worsted IndustrieB, 2nd ed.. 1965, Ch. I I；大嫁久雄>■イ中*リスにおける近代都市の系譜j (敦作集第3春所収）参照。
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学出身の説教者を招聰した。招かれた説教者の多くはケンプリソチt出身であったが,そこがピュ 

リクニズムの牙城であったこ<̂：は周知の事卖である6 そのピュー9 タニズムの洗礼をうけた牧師を 

まじえて，従来の質の悪い牧師に再教まをほどこす場とされたの が prophesyinゅであった。そこ 

ではアングリ力ンの教説がたたき込まれ，それを基礎にした説教の訓練がほどこ.されためであ 

こうした，いわぱ上からの研修会はI 6 世紀の末までに，大学出身の牧師の權加によって不必要 

になっていったが，その後も，牧師の自発的な集会として続けられていった。‘そして，そこがピュ 

ーリタンの温床になゥT いったことはいうまでもない。ピューリタンの影響力の雖化は，アングリ 

カン•チャ一チにとっては脅威でもったが，他方，アングリカンの改革を推進していくためには， 

ピューリタン牧師の存在は不可欠であった。したがって，アングリカン• チャーチの'秩序を破壤し 

ない限り，ある程度の寬容な扱いを受けることになったのであ(ぐ。

それでは，ピューリタニズムは,グリンダルの意因に反して，どのようにヨークシャ住民の中に 

浸透していったのであろうか。まず浸透度を一磐しておこう。全体としてこれを把えることはでき 

ないが , ただジュントリーに関してはクリフ（J.T. C liffe )の研究によって知ることができる。それ 

によれぱ，1570年にピューリタンだと考えられるジェントリ一家族が25 (全ま族数5 6 7 ,カトリタ

ク家族数368) でもったのに対し，1642年には138家族（全家族数679 ,力トリック家族数163) に増 
(19)

加している9 こ<p数字から，エリザぺス朝におけるピューリタン . ジ ニ ン トリ一の増加がどの程度 

のものであったかは速断できないが，この増加の原因のひとつとしてクリフカ'、挙げているピューリ 

これがもつとも重要な原因だったと考えられる—— がこの時代に始まること
(20)

クン牧師の影響力-

注（17) Marchant, op. cit., pp. 16—17. Prophesyings 一般については， Collkison, op. cit„ pp. 168—176 参照。以下は 

Sussexに関する力‘ チイズ（R. Curteys)主教の報告であるが，prophesyingsの具伟的な姿を% えてくれるので弓|用 

しておく。r講演者は一̂度に3人，すべて学識ももり，思處深レ、人々であった。他の牧師は平信徒が帰fった後に,ひと 

りひとり，その副主教管区でもっとも学識る4人あるいはそれ以上の牧師の前で，要約聖書の一部を暗誦したり，聖 

書の共通の個所について自分の者えを記し，それを暗記し，繰返すような詢練をしていた。私の管轄下では，この努め 

を厭力*、ゥている者はいないし, 平信徒も教会の問題にはn を出そうとしない。この具合のよい，すばらしい工夫に対し 

て，私にも,私の部下にもほきは聞えてこな、、。牧師による敬虔な班究会を正しし、秩序で継続して、、くことは，牧師が 

ゲームをしたり，欲んだくれたり，町から町へ，Tけ場から市場へ，大市から大市へ放浪して邀モくようなことをふせぐた 

めには必要なことである。大学教育を受けて、な、、老若の牧師にとって, 牧師の仕事や研究の方法を商、すこり見たりす 

ることは，大いに有益でもり，私の意見では技術のない摸做の方が，模做のなぃ技術ょりも有効のように思われる。あ 

の研》■g会が有効なのは, この点なのである。研究会の始まる前は，全主教区に普通の聴衆に説教できる者は3人もいな 

力、ゥた。B りの牧師ははとんどが教義の基本にも無知であゥた。感謝すべきととに，とこ6年はどの問に，パクロズク 

ロスで立派な説教をすることのできる者が30人以上にも増加した。さらに教区で正しく敬處な訓成によって庶民を教 

まできる找師は 4(ト*50 人を越えているのである。J R. B, Manning, Religion and Society in Elizabethan Sussex, A 

Study of the Enforncement of the Religions Settlement 1558—1603, 1969, pp. 190—191.

(18) Marchant, op. cit,, p. 28-

(19) Cliffe, op. cit., p‘ 263.

(20〉 1脚 ‘,1)0.2ゆー264.クリフの分析によれぱ，0)他や社会階層あるいは他州からの新家族の流入，わ}ジ; ントリ*-巧部 

でのピユーリタユズムの普及，①結紙②カルヴアン派が,学者の著書の普及，③ピュ•"リタン牧師の活動がその原因で 

ある，ここで(りを考處外におけば，結婚によ.る改宗はかならずしも実質的な改宗とは考えられないし，神学irが多数の 

人々によって読まれたとは者えにくいことから，ピユ*•̂ リタン牧師の影響をJtt祝したい，

V/5 (68め 一—  •
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からしセ，無視できないものて、あったものと思われる。

先に述べたように，ピューリタン牧師はある程庶寛容な扱いをうけていたが，これは公の政まで 

はなかったから，かれらの地位は不安定なもの‘であった。そこで，正式の聖職には就かずに活躍す 

る者か多かった.。.たとXJゼ広い教区の場合，教区の下に分教区(chapels-of-ease, chapelries).がおかれ, 

そこに分教区牧師（curゆ）が配置されたが，かれらの捧給（stipend) は富裕な教区民からめ教区税 

(rate)によって賄われ，その納付者が分教区牧師の選出権をもっていた。そこに相当多数のピュー 

リタンがはいりとむ隙があった。もうひとつには, さらに禾的な説教師（lecturer)と11̂ぱれる地位 

がもった。かれらは牧会はL ないで，教区教会で説教や講演をし,許可なしで教区牧師を補助して 

いた。:.かれらもまたピューリタン運励の立役者であった。正式の教区牧師に'0 いT もピ 1̂_一 リタン 

の影響力は少くなかった。いま一例としてドンカスター副主教区（Deanery of Doncaster)の60の教 

区についてみると， 1604年にここには80人の牧師がおり，そのうち42人は説教の能力を持たず 

(^on-preaclier), 26人は説教者として不充分な者(unsufflcient preaher)であり，残りの12人がピュ一 

リタンの説教資格者（licensed preacher)であった。’1604年の教令（canon),は説教のできない牧師は 

月に1度は説教贊格者に説教を依頼すべきことを規定'しているところからすると，ピューリタン説 

教者の影響力は，その数の割合よりも侮りがたいものであったであろ

こうしたピューリタン牧師の役割の中でもっとも重要な意味をもっていたのは，説教と教区民の 

訓練であった。説教はまず何よりも回心を促すためのものであった力' ; , 「他のコミュニケーショソ 

の媒体のない時代においては，ほとんどすべてのイギリス人にとって政治的情報や政治思想の主な
(24) ■ 、

源泉」でもあったのである。ピューリタン運動の発展を考察する場合,読教の内容は決定的に重要な 

意味をもつが，本稿ではそれぎ指摘するにとどめる。説教は語られっぱ.なしではなく，他の教区教 

会で繰返され（repitition), 具体的な解釈が加えられ，広く深く教区民の中に浸透し実践にまでも 

たらされる。たと先ぱ，1585年にピューリタン牧師モァー’ (More)は，説教を正しく理解し，それ 

を子供や召使いに教え，.さらにf抑人から隣人へと伝えていく必要を力説している。このようにして 

新しい信仰が共通の関心事となると，それをめぐるピューリタン牧師と平信徒からなる秘密の集会 

が開かれ，説教についてのデス力ッショ'ンがおこなわれI f。

すことえぱ，ヒギンズ（Higgins) はこのような状況の中でピューリタン牧師に動かされた典型であ

注(21) ibid.. pp. 31-32.

(22) Knappcn, op. cit,, p..221; Collinson, op, cit, pp, 50一51,84—85; P.S. Seaver, The Puritan Lectureships, The 

Politics of Religious Dis^nt, 1560—1662, 1970 を参照。 .

(23) Merchant, op. cit,, pp. 27—28； Hill, op. cit., pp. 34—5.

(24) Hill, op. cit., p. 32, Ch. 2.全体がこのことについての叙述に当てられている。Do, The Century of iWolution, 

1603—1714, 1961, p. 74; Do, Reformation to Industrial Revolution, A Social and Economic History of Britain 

1530—1780, 1967, p. 88; Seaver, op, cit,, Ch.1 をも参照。. . . . . .  '

(25) Collinson, op, cit., p .170 & passim； Merchant, op, cit., p, 37.

(26) Marehant, op, 6it,, p. 25.
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った。力、れは道徳的にきわめて厳格であり，悪をおこなった■人を叱責し訓戒することを義務だと
(27) ■

考えていた。しかし, このような態度は教区の内部にピューリタンの立場を受け容れる者とそうで、；

ない者とめ険しい分裂を生み出す。教区がr依然として, 宗教的な義務と社会的な義務とが離れが; 
‘ (28)

たく結びfcっていた共同社会J であったとし't?も，もはやその中に埋没すぺき共同体ではなく，そ 
. . ‘ V

の中に新'しい共同体としてのコングリゲション（congregation)'が生み出されているのである。

われわ;fxはここでヒル（C. Hill) の言葉を引用しておきたい。r教区から信団への移行は，文化的，

社会的, 儀礼的な目的で共同体のメンバ一が結合している地理的単位から，自ら選んだ説教者の説

教を聞くためにそとに属するま発的な単位への移行である。_]ヒルはこごでvoluntaryであること

を雍調し，この漆!象を’r個人主義の精神の'與隆J (the rise of a spirit of individualism) と表してい
(29)

る。ま者はこ.こに自律的な個が共同休の中から析出されてくる姿を見たいのである。

さて，このようなピューリタンは地域的にはどのように分布しでいただろう力クリフによれば, 

1642年, ピューリタン，ジュントリーのヨ一クシャにおける地域分布は次のごとくでもる。

全家族数 ピュー!）タン家族数
' North Riding 195 22(11.3%)

East Riding 142 34(23.9%)

We t̂ Riding 320 74(23.1%)

York 22 8(36.4%)

679 138(20.3%)

(J, T. Cliffe, op, cit., p. 262)

クリフの説明によるとこの数字ほ次のよ うに理解される。ノース . ライディングは力トリックの 

伝統の強力な地城であったイースト. ライディングにおいてはハル（Hull) , ビヴァリイを中心と 

して，北辺の教区にピューリタンが多く見られる。何よりも問題なのは，ウェストレライディング 

でもる。ここではヒ。ューリタンはシcnフィ一ルド（Sheffield)周辺の譜都市，およびハリファックス， 

リーズ， ウェイクフィ一ルド，プラッドフ ォ ード（Bradford)周辺の織物地帯に集中していた。しか 

も，かれら'は企業的精神. (businesslike spirit)..をもった士地所有者である,と同時にi ,その多くが專門 

職，商業と結びついていた。（次表参照） カトリック*ジュントリ一の多くが旧来の土地所有者で 

都市との閱係が稀薄でもったことと比較すると與味ある点である。 ’

注(27) ibid., pp. 25—26.

(28). Tawney, op. cit., p .159 (Pelican Books)(邦訳，35~36 頁），Hill, Reformation to Industrial Revolution, p, 86.

(29) Hill, Society and Puritanism, p. 492, Ch.14 を参照。Weber, RS. S. 120；大木英夫 rピュ̂  リタニ.ズムの倫理思 

想」17S頁をも參看。これを権力の側からみるとこうなる。「本来ならぱ当然生活のための正i tな労働にたずさわってい 

もべき，ことに粗野な，多数のわカ觸民が/ あの谁会という力法によって，怠慢へと誘われ/ 唆かされる，カぺして， 

かれら自身の内部が，都市や教区においてだけヤはなく家族の4*においてさえも，多様も:危險思想によって分派的JC対 

立し，それによゥて公然と，わが闻法の違反や，公共の狭ぼの破壊や，ついには教会の中に設定さ;a ている統一的な秩 

序に従って神に仕えようとするすべての德や力、なわが臣民への攻盤を奨励するようになるのである*J (I57?年5月8 日 
のエリザベスからあ教速への手紙）C, Cross (ed.), op. cit., p. 191.

•— -177 (j691)•—：~~



' ■■■■■. ‘ . ‘ ' , . . 1558—1641 1642

Puritan Gentry ( I ) Yorks. Gentry (11) I n
' 家族数(A) 147 963 138 679

専 門 職 . 商業を営んだことのもる家族数⑧ 68 265 35 108

(B)/(A)X100 46 28 25 16

a .T . Cliffe. op. dt., p. より作成） .

以上はジccントリ一についていわれることであるが, 間題はさらに下層の民衆である。われわれ
(30)

は1555年のし、リファックス条令J の前文（2&3 Philip and Mary. c .13. Preamble)によって，この 

織物地帯に'*'非常な勤勉j (exceading & greate Industrye)によゥて毛織物生産で産をな,レた「小纖元j 

(small clothier)が存在していたこと，そしてそれが「もはや単純な小商品生産ではなく，一歩前進
- ( 31)

によって素面のマニユファクチュアにまで容易に展開されうる原始的資本譜形態J であったことを 

知っている。 ，

そしすこれを次のマーチャントの記述と結びつけるとき，こうした小織元とピューリタニズムの 

相関を想定することができるであろう。「しかし，住民は封建的な諸義務，あるいはマナーの諸義 

務からの自由を獲得したが, すぐにかれらには理解できない産業的経済の奴裁となIっただけであっ 

すこ。そして，一時的な後退はあったとしても，織物業によって順調にまを蓄えてき?:/かれらは，ま 

だまだピューリタン説教者によって把えられるほ：ど!̂ぐ成熟してはいなかった。かれらは荒々しV、野 

生の男女であって，文明の何たるかを，平均的な19世紀の金坑夫ほどにも知らず，貨幣を得ても， 

それをどう使ったらよいか分らないのが普通であった。この地方の首都ヨークに出掛けることがで 

きたりすれば，たちまち散財してしまい，ジェントリーの猿まねをし，地元に戻れぱ，：ま分の教会 

の上席を争うといった具合であった。これこそピュ.ーリタニズムのみならず，真の深さをもったす 

ぺてのキリスト教が手をさL のべ，説得すべき階層であった。そして，こうした説教者の敬虔や労 

働，説教や教育活動の実践的価値はその成功力;雄弁に物語っているのであ少くともここでは， 

l i ュ'~‘リタュズム力、，いわぱ方向性（way of life )をもたないambigousな労働力.に対して，やが 

て,もちろんはからずしてではったが，近代的労働力への方向性を刻印することになるのだとい 

うことができよう。 ，

し力、し，かれらは自ら1つの社会的勢力として立ち得る基盤をいまだ獲得していないのであって， 

知的階層になりえ，そこから「新しい宗教J に直接触れえた，ことにジCCントリーの指導み保護の 

下に自らを形成していかざるをえなかった3)0そうした過程の中で, かれらの中からも， らジン

>ま(30) R.H. Tawney &■ B, Power (ed.), Tudor Economic Documents, vol.1 ,pp. 187—188.

(さ1) 大塚久雄r激村の織元と都riJの織元J (箸作集第3巻 362頁)，同，「近代欧洲経済史序説J 雄ニ編第二章（著作後第 

ニ巻所収)，その他，Heaton, op. eit" Ch. I I 如il栄 「イギリス織物:!:業史論j の各;;^ ,飯沼ニ郞參富岡次郎「資本 
. 主義成立の研究J 152-168 Hなど参照。 -

(32) Marchant, op, cit„ pp, 32—33.

(33).これはManning, op. c it.においてサセックスfcつい;t もいわれていることである，

ュリザベス朝におけるピューリタン運動 

トリ一に上昇していく者がいたことはいうまでもない。1558年から1642 年までの間に新たに紋章 

を得てジ;Cントリーになゥた家族U>2 の半数が £1ープン • ファ一マぐ*であったこ《と らに1642 

年に認められる1.38のピューリダ'ノ • シントリ一の家族の内，1558年以降に紋まを授与された家
(35)

族が31 あったことを勘案すると，こうした直接生産者の中にもピュ"リタニズムの影響が少なか 

らず浸透し'ていたとはいえないであろう力V

法(34) Cliffe, op. cit„ p .19. 

(35) ibid., op. dt" p, 262.

(同志社大学文学部助手〉

リザベス朝におけるピューリタン運動
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